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陳情番号 ５５ 付議年月日 ２ ． １ １ ． ６  

件  名 「思いやり予算」の廃止を求める意見書提出を求める陳情 

付 議 委 員 会 陳       情       者 

総務政策常任委員会 ＊陳情者の個人情報については、個人情報保護のため、削除しています。 

１ 陳情の要旨 

 貴議会として日本政府に対して、在日米軍に対する「思いやり予算」（日本側に支払い義務 

のない駐留経費）について、米国の増額要求交渉には応ぜず、「思いやり予算」は廃止するこ 

とを求める意見書を提出されること。 

 

２ 陳情の理由 

 米国のポンペオ国務長官は来日していた10月６日NHKのインタビューで、在日米軍駐留経費 

の日本側負担（思いやり予算）を巡る実務者交渉に関し「負担は互いの国が公平、公正だと感 

じるように分担する」と強調しました。現行の協定が来年３月に切れるため日米両政府は10

月15日、2021年度から５年間の思いやり予算の日本側負担を決める実務者協議を始めていま

す。11月に行われる米国の大統領選挙終了後、本格交渉に入る見込みです。 

 思いやり予算につきまして米国は日本に対して来年度以降、現状の約4.5倍に当たる年約80 

億ドル（約8640億円）への増額を要求したとの報道がありましたが、応じるべきものではあり 

ません。 

 そもそも「思いやり予算」は、日米地位協定によっても、日本側には支払い義務のないもの 

です。日本側の駐留経費負担は、「施設および区域並びに路線権」となっており、米軍を「維 

持することに伴うすべての経費」は、米国側が支出すると規定しています。ところが、沖縄返 

還交渉の過程で日本側負担が拡大解釈され、1978年度からいわゆる「思いやり予算」と称して 

公然と拡大解釈にもとづく日本側の経費負担が続けられてきました。本来米国が負担すると定 

められている駐留経費の７割にも上り、2019年度は1974億円、78年から2018年度までの累計は 

７兆2685億円に上っています。 

 日本政府の財政はすでに債務残高が対国内総生産額（GDP）比で237％と、主要先進国の中で 

最悪の水準となっています。令和２年度の国の一般会計補正予算後の歳入では、公債金収入の 

比率が45.5％と約半分を占めている借金財政です。コロナ禍で失業が増えるなど、国民の生活 

は大変苦しくなっています。国の財政は国民生活を支援するために優先的に使うべきで、米国 

のために使うべきではありません。 

 米国の要求には応じないことはもちろんのこと、日米地位協定でも日本側に支払い義務がな 

いとされている思いやり予算そのものを廃止すべきです。在日米軍に対する「思いやり予算」 

について、米国の増額要求交渉には応ぜず、「思いやり予算」は廃止することを陳情します。 
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陳情番号 ５６ 付議年月日 ２．１１．１０  

件  名 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情 

付 議 委 員 会 陳       情       者 

厚生常任委員会 ＊陳情者の個人情報については、個人情報保護のため、削除しています。 

【趣旨】 

  2020年の新型コロナウイルスによるパンデミック（感染爆発）は、日本国内でも大きな影響

を広げました。経済活動や国民生活にも深刻な影響を及ぼすと共に、「医療崩壊」などが取り

ざたされ、国民のいのちと健康が脅かされる事態が広がりました。この感染症対応の経験から

明らかになったことは、感染症病床や集中治療室の大幅な不足や、それらを中心的に担ってい

る公立・公的病院の重要性、医師・看護師・介護職員の人員不足、保健所の不足問題などです。

これらの諸問題の背景には、90年代後半から続いてきた医療・介護・福祉など社会保障費の抑

制策や、公衆衛生施策の縮減があります。 

21世紀に入り、わずか20年の間に、ＳＡＲＳ、新型インフルエンザ、ＭＥＲＳ、そして今回

の新型コロナウイルスと、新たなウイルス感染とのたたかいは短い間隔で求められ、今後も新

たなウイルス感染への対応が必要になることは明らかです。 

新型コロナウイルス感染対策の教訓を経て、国民のいのちと健康、暮らしを守るためにも、

そして新たなウイルス感染や自然災害などの事態の際に経済活動への影響を最小限に抑え込

むためにも、医療・介護・福祉、そして公衆衛生施策の拡充は喫緊の課題です。 

私たちは、国民が安心して暮らせる社会実現のために、下記事項につき、地方自治法第99条

にもとづく国に対する意見書を決議していただけるよう陳情いたします。 

 

【項目】 

１ 今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態にも対応できるよう、医療、介護、

福祉に十分な財源確保を行うこと 

２ 公立・公的病院の統合再編や地域医療構想を見直し、地域の声を踏まえた医療体制の充実

を図ること 

３ 安全・安心の医療・介護提供体制を確保するため、医師・看護師・医療技術職・介護職等

を大幅に増員すること 

４ 保健所の増設・保健師等の増員など公衆衛生行政の拡充を図ること。ウイルス研究、検査・

検疫体制などを強化・拡充すること 

５ 社会保障に関わる国民負担軽減を図ること 
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陳情番号 ５７ 付議年月日 ２．１１．１３  

件  名 
「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」を採択し、国に意見書を

提出することを求める陳情 

付 議 委 員 会 陳       情       者 

産業労働常任委員会 ＊陳情者の個人情報については、個人情報保護のため、削除しています。 

【陳情の要旨】 

１ 政府は、労働者の生活を支えるため、最低賃金1500円以上をめざすこと。 

２ 政府は、最低賃金法を全国一律最低賃金制度に改正すること。 

３ 政府は、最低賃金の引き上げができ、経営が継続できるように、中小企業への支援策を最大

限拡充し、国民の生命とくらしを守ること。 

 

 最低賃金の地域間格差をなくし抜本的に引き上げ中小企業支援策の拡充を実現するため、貴議

会におかれましては上記３点の要旨について採択し、国（内閣総理大臣・厚生労働大臣・中央最

低賃金審議会会長）に対し地方自治法第99条の規定により意見書を提出するよう陳情いたしま

す。 

 

【陳情の理由】 

 厳しい日本経済にコロナ禍が追い討ちをかけ深刻な危機に直面しています。コロナ禍でライフ

ラインを守る労働者の多くが最低賃金近傍の低賃金で働いています。急激な経済停滞により失業

や労働時間削減に追い込まれているのが、パート・派遣・契約・アルバイトなど非正規雇用やフ

リーランスで働く労働者です。また、最低賃金が低いＣ・Ｄランクの地域ほど、中小零細企業が

多く経済的ダメージはより深刻です。つまり、コロナ禍に真っ先に生活破綻に陥った人は最低賃

金近傍で働く労働者です。コロナ禍を克服し日本経済の回復をすすめるためには、ＧＤＰの６割

を占める国民の消費購買力を高める必要があります。そのためには最低賃金の改善による賃金の

底上げが必要です。 

 日本の最低賃金は都道府県ごとに４つのランクに分けられ、地域別最低賃金2020年の改定で

は、最も高い東京は時給1013円、神奈川県は1012円、最低の７県は792円です。これでは毎日８

時間働いても月11万～14万円の手取りにしかならず個人が自立して生活することすら困難です。

しかも、地域間格差は最大で時間額221円もあり地方から労働力が都市部へ流出し、地方の人口

減少を加速させ高齢化と地域経済の疲弊を招いています。一方、神奈川県においては企業の競争

力にゆがみが発生しています。最低賃金を全国一律に是正することと抜本的に引上げることは、

貧困をなくす点では福祉政策であり地域経済を守るための経済対策です。 

 全国労働組合総連合が行っている最低生計費試算調査によれば、健康で文化的な最低限度の生

活をする上で必要な最低生計費に地域による大きな格差は認められません。また、若者が自立し

た生活をするうえで必要な最低生計費は、月に22万円～24万円（税込み）の収入が必要との結果

です。月150時間の労働時間で換算すると時給1500円前後が必要です。 

 最低賃金を引き上げるためには、中小・零細企業支援が必要です。政府による助成や融資、仕

事起こしや単価改善につながる施策の拡充と大胆な財政出動が必要です。下請け企業への単価削

減・賃下げが押しつけられないように公正取引ルールが実施される指導が必要です。労働者・国

民の生活を底上げし購買力を上げる事で、地域の中小・零細企業の営業も改善させる地域循環型

経済の確立が可能になります。 
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